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堰の廃止に伴う

維持流量の考え方の整理

自主的な環境配慮の取組
（関係河川使用者との合意形成）

上流取水の優先的利用

フェーズ１

Ph3河川流量の整理

流量確保のための検討

フェーズ３ フェーズ４フェーズ２

管路等整備工事

綾瀬浄水場増強工事
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Ph1水利権の検討

Ph2水利権の検討

申請・許可

申請・許可

Ph1河川流量の整理

Ph２・3水利権の検討

Ph2河川流量の整理

管路等整備工事

寒川取水堰撤去等工事(予定)

管路等整備工事

伊勢原浄水場増強

相模原浄水場増強

取水・浄水の一体的運用（逐次できる取組から連携して実施）
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Ｒ22小雀浄水場廃止に伴う取水形態の変更については、実際に申請を行うのはＲ21頃である

が、管路等整備工事にはＲ９年度に着手する必要がある。そのため、Ｒ８までに水利使用の方向性

について事前に協議を行ったうえで工事に着手する。

Ｒ３３の寒川第３浄水場廃止に伴い、企業団の事業変更認可が必要な場合、事業認可には取水の

確実性が求められるため、Ｒ22までに水利使用の方向性について事前に協議を行ったうえで、

Ｒ２３年度から綾瀬浄水場増強工事に着手する。
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